
 

 

令和５年１０月２６日 

 

 

東久留米市長 

 富田 竜馬 殿 

 

 

東久留米市男女平等推進市民会議 

会 長  名取 はにわ 

 

 

 

東久留米市第４次男女平等推進プランの評価方法について（答申） 

 

 

 令和５年５月１８日付５東久市生第９６号により諮問のありました標記の件について、

本会議で審議した結果、別紙の結論に達しましたので答申します。 

  

○写  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

東久留米市第４次男女平等推進プランの 

評価方法について 

（答申） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３（令和５）年１０月 

東久留米市男女平等推進市民会議 

 

 

 



【目 次】 

 

Ⅰ 答申 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

Ⅱ 体系表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

Ⅲ 様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

Ⅳ 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

① 諮問文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

② 東久留米市男女平等推進市民会議条例 ・・・・・ 20 

③ 東久留米市男女平等推進市民会議委員名簿 ・・・ 22 

④ 東久留米市男女平等推進市民会議検討経過 ・・・ 23 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ⅰ 答申 
 

  

1



 

  

2



 

１ はじめに 

   国際社会でジェンダー主流化が重視される中、社会情勢や、国の動向等を踏まえ、

男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、さらなる男女共同参画社

会の実現を目指すため、市は、令和５年度から５年間を計画期間とする「東久留米

市第４次男女平等推進プラン」（以下「第４次プラン」という。）を策定しました。 

   令和５年５月１８日に男女平等推進市民会議（以下、「市民会議」という。）は、

第４次プランの実効性を確保するための評価方法について市長より諮問を受け、これ

まで検討を行ってまいりました。 

   施策への取組を確実に推進させるためには、担当課は毎年度進捗状況について振り

返り、市民会議からの評価・提言を次年度の事業に反映させることが重要です。 

   本答申は、第４次プランの評価方法について市民会議で検討し、まとめたものです。 

 

２ 評価の目的 

   男女共同参画を推進し、すべての人が、あらゆる場面で平等に参画できれば、様々

な立場からの視点で物事を判断できるようになり、その人らしく生きやすい社会の

実現につながります。そのためには、男女共同参画が特定の人の問題や課題ではな

く、誰もが当事者であるということを広く市民と共有するとともに、第４次プラン

に掲げた基本理念「互いの人権を尊重し、個性と能力をいかし、ともに参画するま

ち 東久留米」の実現に向けて、市、市民、事業者が連携し、協力して取り組む必

要があります。 

   そのためには、市のあらゆる施策に男女共同参画の視点を反映させることが重要

です。評価をとおして、市、市民、事業者に第４次プランを周知し、その理念を浸

透させていくことを評価の目的とします。 

 

３ 評価者 

   市では、東久留米市男女平等推進プラン（以下、プランという。）が目指す男女

共同参画社会の実現に向けて、その課題の解決を図るため、市長の附属機関として

市民会議を設置しています。市民会議は、市長の諮問を受けてプランの進捗状況に

ついて評価しますが、学識経験者や市民など外部の視点を取り入れることで、客観

性の高い評価を行うことにつながります。 

 

４ 評価の頻度と公表 

   第４次プランの進捗状況を確認するため、評価は毎年度実施します。結果につい

ては、市ホームページなどで市民や事業所等に広く公表します。また、特に良い取

組については、担当課に対し市民会議が表彰を行います。 

 

3



 

５ 評価の流れ 

 

【担当課】事業の実施 

       ↓ 

【担当課】実績報告 

↓ 

【市民会議】評価・ヒアリング 

↓ 

【市民会議】評価報告 

↓ 

報告書の公表・担当課へ評価結果をフィードバック 

↓ 

【担当課】評価・提言を踏まえた事業の実施 

 

６ 報告書・評価書様式 

報告書には、担当課が「取組状況・評価理由」、「今後の課題及び次年度の方向性・

目標」、「数値の指標」を記載します。また、年度ごとの評価や市民会議が評価をす

る際の目安となる「報告・評価の視点」も新たに加えました。担当課からの報告と

市民会議による「評価・提言」を１枚にまとめることで、より見やすい構成としま

す。 

 

７ 評価単位・評価の方法 

（１）実績報告（担当課） 

    第４次プランの事業ごとに、報告をします。 

    目標・施策の方向・施策・事業名・事業内容を記載することで、体系表と照

合しながら事業がどのように男女共同参画社会の形成に関係しているのかを

把握することができます。また、報告書を作成することで、改めて男女共同参

画の視点や認識を深め、事業を具体的に振り返り自己評価することができます。

さらには、事業を実施する上での課題や、改善点を含む次年度への目標を設定

することで、担当者の意識啓発にもなり、事業をより推進することにもつなが

ります。数値の指標や男女比率については、計画期間中毎年数値を列記するこ

とで、進捗状況を確認するひとつの目安とします。 
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（２）評価・提言（市民会議） 

    担当課からの報告に基づき、評価・提言をします。また、担当課が複数ある

施策については、施策全体に対しても評価・提言を行います。 

    評価にあたっては、各担当課の事業の取組状況を把握したうえで、男女共同

参画施策が着実に推進されているか、課題や次年度以降の方向性・目標につい

て問題意識を持っているか等を踏まえて行います。また、項目評価と総合評価

を行い、施策の方向性を可視化することで、より広域的な取組へとつなげるこ

とができます。 

 

 （３）意見交換（市民会議⇔担当課） 

     評価は、原則として担当課からの報告に基づき行いますが、必要に応じて市

民会議が担当課に対してヒアリングや意見交換を実施するなどし、より実態に

即した評価を行います。 

 

８ 評価方法等の見直しについて 

５年間の計画期間においては、法改正や各担当課の事業変更などが想定されます。

毎年度の評価が第４次プラン推進に向けて、効果的に機能するよう、評価方法や様式、

評価対象事業等については必要に応じて見直しを行います。 
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東
久
留
米
市
第
４
次
男
女
平
等
推
進
プ
ラ
ン
体
系
表

目
標

1
ワ
ー
ク
・ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス
の
実
現
に
向
け
た
意
識
啓
発
、
情
報
提
供

1
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
や
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

生
活
文
化
課

2
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の
促
進

2
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
に
関
す
る
市
内
事
業
所
へ
の
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

産
業
政
策
課

3
市
内
事
業
所
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス
の
促
進

3
公
共
調
達
に
お
け
る
受
注
機
会
の
確
保
等

管
財
課

4
女
性
活
躍
推
進
に
関
す
る
市
内
事
業
所
へ
の
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

産
業
政
策
課

4
女
性
活
躍
推
進
に
関
す
る
市
内
事
業
所
へ
の
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

生
活
文
化
課

2
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
、
支
援

5
職
場
環
境
の
整
備
に
関
す
る
市
内
事
業
所
へ
の
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発
、
支
援

産
業
政
策
課

6
特
定
事
業
主
行
動
計
画
及
び
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
推
進

職
員
課

7
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
推
進

職
員
課

8
市
職
員
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

生
活
文
化
課

8
市
職
員
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

職
員
課

9
子
育
て
相
談
事
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
推
進

児
童
青
少
年
課

10
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の
切
れ
目
の
な
い
支
援

健
康
課

11
保
育
・教
育
基
盤
の
確
保

子
育
て
支
援
課

12
多
様
な
保
育
・
教
育
の
提
供

子
育
て
支
援
課

12
多
様
な
保
育
・
教
育
の
提
供

児
童
青
少
年
課

12
多
様
な
保
育
・
教
育
の
提
供

障
害
福
祉
課

13
学
童
保
育
及
び
児
童
館
の
充
実

児
童
青
少
年
課

14
家
族
介
護
者
へ
の
支
援

介
護
福
祉
課

15
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
整
備

介
護
福
祉
課

16
女
性
の
就
労
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

生
活
文
化
課

16
女
性
の
就
労
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

産
業
政
策
課

17
女
性
の
再
就
職
に
関
す
る
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

生
活
文
化
課

17
女
性
の
再
就
職
に
関
す
る
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発

産
業
政
策
課

18
女
性
の
起
業
と
事
業
継
続
に
関
す
る
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発
、
支
援

生
活
文
化
課

18
女
性
の
起
業
と
事
業
継
続
に
関
す
る
情
報
提
供
、
普
及
・
啓
発
、
支
援

産
業
政
策
課

市
内
事
業
所
及
び
市
役
所
に
お
け
る

女
性
活
躍
推
進

女
性
の
就
労
・再
就
職
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
へ
の
支
援

女
性
の
起
業
と
事
業
継
続
へ
の
支
援

Ⅰ 　 ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス と 女 性 の 活 躍 推 進

2

施
策
の
方
向

施
　
　
　
策

ワ
ー
ク
・ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス
の
推
進

両
立
支
援
の
た
め
の
子
育
て
・介
護
の

環
境
整
備

1
子
育
て
世
代
へ
の
支
援

家
族
介
護
者
へ
の
支
援

21
女
性
活
躍
推
進
に
向
け
た
意
識
啓
発
、
情
報
提
供

市
役
所
に
お
け
る
女
性
管
理
職
の
登
用
促
進

3

1

事
　
　
　
業

3 4
女
性
の
就
労
・起
業
等
と
キ
ャ
リ
ア
形
成
へ
の
支

援

1 2
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目
標

施
策
の
方
向

施
　
　
　
策

事
　
　
　
業

19
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
推
進
す
る
た
め
の
意
識
啓
発

生
活
文
化
課

20
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
情
報
提
供

生
活
文
化
課

21
広
報
紙
の
充
実

秘
書
広
報
課

22
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
資
料
の
収
集
・
提
供

図
書
館

23
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
学
習
機
会
、
情
報
の
提
供

生
涯
学
習
課

24
教
育
及
び
保
育
等
に
携
わ
る
者
へ
の
男
女
平
等
に
関
す
る
啓
発
、
研
修
の
充
実

指
導
室

24
教
育
及
び
保
育
等
に
携
わ
る
者
へ
の
男
女
平
等
に
関
す
る
啓
発
、
研
修
の
充
実

児
童
青
少
年
課

24
教
育
及
び
保
育
等
に
携
わ
る
者
へ
の
男
女
平
等
に
関
す
る
啓
発
、
研
修
の
充
実

子
育
て
支
援
課

25
保
育
実
施
上
の
配
慮

子
育
て
支
援
課

26
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実

指
導
室

27
地
域
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
女
性
の
育
成

生
活
文
化
課

28
自
治
会
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
啓
発
及
び
情
報
提
供

生
活
文
化
課

29
防
災
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

生
活
文
化
課

30
防
災
活
動
へ
の
男
女
共
同
参
画
の
推
進

防
災
防
犯
課

31
防
災
分
野
の
意
思
決
定
へ
の
女
性
の
参
画
拡
大

防
災
防
犯
課

32
男
性
の
家
事
・
育
児
・
介
護
・
地
域
活
動
へ
の
参
加
促
進

生
活
文
化
課

32
男
性
の
家
事
・
育
児
・
介
護
・
地
域
活
動
へ
の
参
加
促
進

子
育
て
支
援
課

32
男
性
の
家
事
・
育
児
・
介
護
・
地
域
活
動
へ
の
参
加
促
進

生
涯
学
習
課

2
固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
の
解
消
に
向
け
た
意
識
啓
発

33
固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
の
解
消
に
向
け
た
意
識
啓
発

生
活
文
化
課

1
男
性
の
家
事
・育
児
・介
護
・
地
域
活
動
へ
の
参
加
促
進

男
性
の
家
庭
生
活
や
地
域
活
動
へ
の

参
画
促
進

地
域
・家
庭
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

学
校
等
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

1 2

男
女
共
同
参
画
意
識
の
向
上

防
災
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
・女
性
活
躍
の
推
進

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
女
性
の
育
成
と
防
災
分

野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
・女
性
活
躍
の
推
進

1

Ⅱ 　 あ ら ゆ る 分 野 に お け る 男 女 共 同 参 画 の 推 進

31 2

地
域
に
お
け
る
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

2
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目
標

施
策
の
方
向

施
　
　
　
策

事
　
　
　
業

34
暴
力
未
然
防
止
の
た
め
の
意
識
啓
発

生
活
文
化
課

35
若
年
層
に
向
け
た
暴
力
防
止
の
啓
発

生
活
文
化
課

36
学
校
で
の
道
徳
教
育
及
び
人
権
教
育
の
充
実

指
導
室

37
早
期
発
見
の
た
め
の
理
解
促
進

生
活
文
化
課

38
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化

関
係
各
課

39
相
談
窓
口
の
周
知

関
係
各
課

40
相
談
体
制
の
整
備

関
係
各
課

41
庁
内
の
相
談
・
支
援
体
制
の
整
備
と
資
質
向
上

関
係
各
課

42
情
報
管
理
の
徹
底

関
係
各
課

43
被
害
者
や
子
ど
も
の
安
全
確
保

関
係
各
課

44
自
立
の
た
め
の
支
援
体
制
の
整
備

関
係
各
課

45
暴
力
の
未
然
防
止
の
た
め
の
啓
発
や
情
報
提
供

生
活
文
化
課

46
若
年
層
に
向
け
た
性
暴
力
・
性
犯
罪
防
止
の
啓
発

生
活
文
化
課

47
学
校
で
の
道
徳
教
育
及
び
人
権
教
育
の
充
実

指
導
室

48
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上

生
活
文
化
課

48
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上

指
導
室

2
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
と
根
絶

49
市
内
事
業
所
へ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
向
け
た
意
識
啓
発
や
情
報
提
供

産
業
政
策
課

50
複
合
的
に
困
難
を
抱
え
る
人
へ
の
支
援

関
係
各
課

51
女
性
の
人
権
を
守
る
各
種
相
談
事
業
の
実
施

生
活
文
化
課

52
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

生
活
文
化
課

53
生
理
の
貧
困
対
策

生
活
文
化
課

54
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支
援

児
童
青
少
年
課

55
生
活
困
窮
者
へ
の
自
立
相
談
支
援
事
業
の
実
施

福
祉
総
務
課

56
自
立
し
た
生
活
を
送
る
た
め
の
就
労
自
立
支
援

福
祉
総
務
課

57
障
害
者
へ
の
就
労
自
立
支
援

障
害
福
祉
課

58
外
国
人
へ
の
支
援

生
活
文
化
課

2
互
い
の
個
性
や
多
様
な
生
き
方
を
認
め
合
う
人
権
尊
重
の
意
識
啓
発

59
多
様
な
性
自
認
・
性
的
指
向
に
対
す
る
理
解
促
進

生
活
文
化
課

60
各
種
健
康
診
査
及
び
健
康
相
談
事
業
の
充
実

健
康
課

61
こ
こ
ろ
の
健
康
支
援

健
康
課

62
生
涯
を
通
じ
た
健
康
の
保
持
増
進
等
の
た
め
の
啓
発
及
び
情
報
提
供

生
活
文
化
課

63
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
健
康
管
理
の
啓
発
及
び
相
談
事
業
の
充
実

健
康
課

64
出
産
・育
児
に
関
す
る
情
報
提
供
と
男
性
の
理
解
の
促
進

健
康
課

65
発
達
段
階
に
応
じ
た
適
切
な
性
教
育
の
実
施

指
導
室

66
感
染
症
や
性
感
染
症
の
予
防
、
禁
煙
、
薬
物
乱
用
の
防
止
に
関
す
る
教
育
の
実
施

指
導
室

生
涯
に
わ
た
る
健
康
支
援

生
涯
に
わ
た
る
健
康
支
援

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
の
理
解
促
進

2

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
防
止
と

被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

暴
力
の
未
然
防
止
と
早
期
発
見
の
た
め
の
取
組
強
化

相
談
窓
口
の
周
知
と
相
談
体
制
の
充
実

被
害
者
の
安
全
確
保
と
自
立
支
援

1 2 3

女
性
や
子
ど
も
に
対
す
る

あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
防
止
と
根
絶

1
性
暴
力
等
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
防
止
と
根
絶

Ⅲ 　 安 心 ・ 安 全 な 暮 ら し の 実 現

1 2 4

1

生
活
上
の
様
々
な
困
難
を
抱
え
る
女
性
等
へ
の
支
援

1
困
難
を
抱
え
る
女
性
等
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
た
め
の
支
援

3
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目
標

施
策
の
方
向

施
　
　
　
策

事
　
　
　
業

67
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
機
能
の
充
実

生
活
文
化
課

68
学
習
機
会
の
提
供
の
充
実

生
活
文
化
課

69
啓
発
資
料
等
の
発
行
及
び
広
報
紙
の
活
用

生
活
文
化
課

70
ジ
ェ
ン
ダ
ー
統
計
（
男
女
別
統
計
）
の
活
用

生
活
文
化
課

71
関
係
法
令
や
各
種
制
度
等
の
周
知

生
活
文
化
課

72
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
情
報
収
集
及
び
提
供
の
充
実

生
活
文
化
課

73
審
議
会
委
員
等
委
員
の
男
女
比
率
の
均
等
化

生
活
文
化
課

73
審
議
会
委
員
等
委
員
の
男
女
比
率
の
均
等
化

生
活
文
化
課

74
ジ
ェ
ン
ダ
ー
予
算
に
関
す
る
調
査
研
究

財
政
課

75
男
女
共
同
参
画
へ
の
理
解
促
進
に
向
け
た
職
員
研
修
の
充
実

職
員
課

76
国
、
東
京
都
、
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化

生
活
文
化
課

77
各
種
関
係
団
体
、
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
促
進

生
活
文
化
課

78
男
女
共
同
参
画
推
進
協
議
会
の
充
実

生
活
文
化
課

79
男
女
共
同
参
画
推
進
の
た
め
の
総
合
調
整
機
能
の
強
化

企
画
調
整
課

80
男
女
平
等
推
進
市
民
会
議
の
充
実

生
活
文
化
課

81
プ
ラ
ン
の
実
効
性
の
向
上

生
活
文
化
課

82
男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
た
め
の
研
究

生
活
文
化
課

推
進
体
制
の
整
備
・強
化

2
国
、
東
京
都
、
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化

男
女
共
同
参
画
の
視
点
を
持
っ
た
組
織
づ
く
り

2
情
報
発
信
の
充
実

1

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
と

情
報
発
信
の
充
実

1
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

Ⅳ 　 男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 に 向 け た 推 進 体 制 の 整 備 ・ 強 化

2
庁
内
推
進
体
制
の
強
化
と
関
係
機
関
等
と
の

連
携
強
化

1 3
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 Ⅲ　様式
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総合 取組 目標 総合 取組 目標 総合 取組 目標 総合 取組 目標 総合 取組 目標

施策③（担当課：○○課、○○課）についての講評・提言

講　評　・　提　言 総合評価

取組状況

課題・目標

実績値

目標値

目標値

実績値

□

今後の課題及び次年度の方向性・目標

数値の指標 R　5 R　6 R　7 R　8 R　9

○
○
課

取組状況・評価理由 評価

目標値

実績値

項　目

評　価

報告・評価
の視点

項　　目 該当あり

□

前年度の「評価・提言」を受け、改善した点はあるか □

該当なし

男女共同参画の視点を持って事業に取り組めたか □ □

新たな事業を展開したか □

事業内容

評価年度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

施策の方向　２

施　策　③

事　業　名

目　標　Ⅰ

【令和５年度事業】

事業番号 担当課
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Ⅳ 参考資料 
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５東久市生第９６号 

令和５年５月１８日 

 

東久留米市男女平等推進市民会議 

会 長  名取 はにわ  様 

 

 

東久留米市長 富田 竜馬 

 

 

東久留米市男女平等推進プランについて（諮問） 

 

 

 東久留米市では、男女共同参画社会を実現するために、東久留米市男女平等推進プランを策定

し、取組を進めております。 

 令和５年３月には、「東久留米市第３次男女平等推進プラン」（以下、「第３次プラン」という。）の計

画期間終了を迎え、また、令和５年４月を始期とする「東久留米市第４次男女平等推進プラン」（以下、

「第４次プラン」という。）を策定いたしました。 

 つきましては、第３次プランの進捗管理を行うとともに、第４次プランの実効性を確保するための評

価方法を検討するため、東久留米市男女平等推進市民会議条例第２条に基づき、下記事項につい

て諮問いたします。 

 

 

記 

 

 

諮問事項 

１ 東久留米市第３次男女平等推進プランの進捗状況評価について（令和４年度事業） 

２ 東久留米市第４次男女平等推進プランの評価方法について 

 

答申期限 

 令和５年１０月３１日 

㊢ 
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東久留米市男女平等推進市民会議条例  

 

平成8年12月25日 条例第23号  

改正 平成13年3月30日 条例第16号 

改正 平成14年12月27日 条例第28号 

 

(設置）  

第１条 東久留米市男女平等推進プランが目指す男女共同参画社会の実現に向けて、そ

の課題の解決を図るため、市長の附属機関として、東久留米市男女平等推進市民会議

(以下「市民会議」という。)を設置する。  

(所掌事項）  

第２条 市民会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、報告する。  

(1)東久留米市男女平等推進プランの推進にかかわる事項  

(2)前号のほか、男女共同参画社会の実現のために解決が必要な課題に関する事項  

(組織）  

第３条 市民会議は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員１０人以内で組織する。  

(1)学識経験を有する者 ２人以内  

(2)東京都等関係行政機関が推薦する者 ２人以内  

(3)市民公募による者 ４人以内  

(4)市職員で市長が推薦する者 ２人以内  

(委員の任期)  

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。  

(会長及び副会長)  

第５条 市民会議に会長及び副会長を置く。  

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。  

３ 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

(会議)  

第６条 市民会議は、会長が招集する。  

２ 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 市民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。  

４ 市民会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を徴することができる。  
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(部会)  

第７条 市民会議は、特定事項又は専門的事項について調査及び検討を行うために必要

があると認めるときは、部会を置くことができる。  

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。  

３ 前２条の規定は、部会の運営について準用する。  

(庶務)  

第８条 市民会議の庶務は、市民部において処理する。  

(委任)  

第９条 この条例に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  

付 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

付 則(平成１３年３月３０日条例第１６号)  

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。  

付 則（平成１４年１２月２７日条例第２８号抄）  

(施行期日)  

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
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東久留米市男女平等推進市民会議委員名簿（第１２期） 

 

 区 分 役 職 等 氏 名 

◎ 学識経験者 
・学校法人 日本社会事業大学理事長 

・元内閣府男女共同参画局長 
名取 はにわ 

 学識経験者 ・一般社団法人 ひきこもりＵＸ会議 代表理事 林 恭子 

 
東京都等関係行

政機関の推薦 
・人権擁護委員 

鶴岡 増夫 

R4.6.23から 

 
東京都等関係行

政機関の推薦 
・北多摩北地区保護司会 東久留米分区 若林 弘子 

 公募市民  
岩崎 明子 

R4.12.22まで 

 公募市民  田島 学 

○ 公募市民  本田 純 

 公募市民  山本 桂子 

 市職員 ・東久留米市子ども家庭部長 㓛刀 隆 

 市職員 ・東久留米市教育部長 小堀 高広 

＊◎は会長 ○は副会長 

＊区分は東久留米市男女平等推進市民会議条例第３条による 

＊任期は令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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東久留米市男女平等推進市民会議検討経過 

 

回数 開催日 会議内容 

第 1回男女平等推進市民会議 令和 5 年 5 月 18 日 ・第 3 次男女平等推進プランの進捗状況

評価について（令和 4年度事業） 

・第 4次男女平等推進プランの評価方法

について 

第 1回ワーキンググループ会議 

（1Ｇ） 

令和 5 年 6 月 21 日 ・第 3 次男女平等推進プランの進捗状況

評価について（令和 4年度事業） 

第 2回ワーキンググループ会議 

（3Ｇ） 

令和 5 年 7 月 5 日 ・第 3 次男女平等推進プランの進捗状況

評価について（令和 4年度事業） 

第 3回ワーキンググループ会議 

（2Ｇ） 

令和 5 年 7 月 12 日 ・第 3 次男女平等推進プランの進捗状況

評価について（令和 4年度事業） 

第 2回男女平等推進市民会議 令和 5 年 8 月 24 日 ・第 3 次男女平等推進プランの進捗状況

評価について（令和 4年度事業） 

・第 4次男女平等推進プランの評価方法

について 

第 3回男女平等推進市民会議 令和 5 年 10 月 3 日 ・第 3 次男女平等推進プランの進捗状況

評価について（令和 4年度事業） 

・第 4次男女平等推進プランの評価方法

について 

第 4回男女平等推進市民会議 令和 5 年 10 月 17 日 ・第 3次男女平等推進プランの進捗状況

評価について（令和 4 年度事業） 

・第 4次男女平等推進プランの評価方法

について 
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